
 

 

 長時間労働等が疑われる事業場に対する重点監督を実施しました 

～時間外・休日労働の削減に向けた指導を実施～ 
  

鳥取労働局（局長 河野
か わ の

 純伴
すみとも

）は、県内の労働基準監督署が昨年11月に実施した

「過重労働解消キャンペーン」における長時間労働や賃金不払残業が疑われる事業場

に対する重点監督指導の結果を取りまとめました。 

これらの事業場に対しては、是正・改善状況の確認を行い、是正が認められない場合

は送検も視野に入れて対応します。 

鳥取労働局及び労働基準監督署では、１か月当たりの時間外労働時間が100時間以上

と考えられる事業場など、長時間労働が疑われる事業場の全数について監督指導を行う

など、引き続き、長時間労働の削減に向けた積極的な対応を行っていきます。 

【重点監督の結果のポイント】 

 

１ 重点監督の実施事業場：         35事業場  
このうち、21事業場（全体の60.0％）で労働基準関係法令違反あり 

 

２ 主な健康障害防止に係る指導の状況［１のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場］  
(1) 長時間労働を行わせた労働者に対する過重労働による健康障害防止措置が 

不十分なため改善を指導したもの：              18事業場（51.4％）  
       うち、時間外労働を月80時間※２以内に削減するよう 

指導したもの：                                  ６事業場（33.3％）  
(2) 労働時間の把握方法が不適正なため指導したもの：  ５事業場（14.3％） 
 

３ 主な違反内容［１のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場］  
(1) 違法な時間外労働があったもの：        ７事業場（20.0％）  
          うち、時間外労働※１の実績が最も長いもの：１か月当たり93時間 
 

(2) 過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの    ５事業場（14.3％） 
 
  
 
  
 

 ※１ 法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。 

 ※２ 脳・心臓疾患の発症前１か月間におおむね 100時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、１か月当たり 

おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため。 

［参考］平成 26年 11月に実施した重点監督では、監督指導を実施した 36事業場のうち、28事業場（全体の 77.8％）で      

労働基準関係法令違反が認められた。 
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監 督 指 導 事 例 （別添）

事例１
（電気機械製造業） 最も⻑い労働者で⽉93時間の違法な時間外労働を⾏わせていたもの

労働者自ら労働時間を記入することにより把握された時間外労働の実績を確認した
ところ、最も⻑い労働者で、３６協定の上限である⽉80時間を超える93時間の時間外
労働が⾏われていた。

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導

監督署の対応
①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告
②長時間労働の抑制について指導
③過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導

事例２
(新聞販売業)

最も⻑い労働者で⽉80時間を超える違法な時間外労働を⾏わせていた
ほか、休憩時間がない実態も認められたもの

１ 勤怠管理システムに労働者が労働時間を⾃⼰申告する⽅法により把握された時間外
労働の実績を確認したところ、３６協定の上限である 月 80時間を超える時間外労働
が⾏われていた。

２ １日の労働時間が8時間を超える場合に、少なくとも１時間の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければならないが、休憩時間を⼀切与えていない労働者が認められた。

監督署の対応
①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告
②長時間労働の抑制について指導
③過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導

監督署の対応 ①労働基準法第34条（休憩時間）違反を是正勧告
②即時に是正するよう指導

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導



事例３
（紙加工品製造業）

最も⻑い労働者で⽉55時間を超える違法な時間外労働を⾏わせて
おり、かつ、割増賃⾦の算定の基礎に含めるべき手当が含まれてい
なかったもの

１ 労働基準監督官がタイムカード等の労働関係書類を調査したところ、36協定を締結
せずに、最も⻑い者で⽉55時間を超える時間外労働が⾏われていた。

２ 会社は、時間外労働に対する割増賃⾦の算定の基礎に含めるべき⼿当の⼀部を
含めずに割増賃⾦を算定していたため、⽀払うべき割増賃⾦額が不⾜していた。

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導

監督署の対応
①労働基準法第32条（労働時間）違反を是正勧告
②長時間労働の抑制について指導
③過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導

監督署の対応 ①労働基準法第37条（割増賃金）違反を是正勧告
②不払いとなっている割増賃金の支払いを指導

事例４
（⾷料品製造業）

３６協定の範囲内ではあるが、最も⻑い労働者で⽉117時間を超え
る時間外労働を⾏わせていたもの

労働基準監督官がタイムカード等の労働関係書類を調査したところ、36協定の範囲
内ではあるが、最も⻑い労働者で月117時間の時間外労働が⾏われていた。

監督指導において把握した事実 と 監督署の指導

監督署の対応 ①長時間労働の抑制について指導
②過重労働による健康障害防止について専用指導文書により指導


